
議案 

広島市地域公共交通利便増進実施計画の一部変更について 

 

■ 変更内容 

  地域公共交通利便増進実施計画に、新たに「バス停等の整備や都心部におけるバス停

の再整備方針の検討」を加える。 

（背景及び変更理由） 

 本市では、広域経済圏のヒト・モノの「循環」と地域住民の活動による「循環」を直

接支えている「移動」を容易にするため、事業者間の「競争」を原則としてきた公共交

通を、道路と同様に「社会インフラ」と捉えた上で、「協調」して運用するものへと舵を

切り、国の支援も引き出しながら、利用者の利便性を重視した「広島型公共交通システ

ム」を構築することとしている。 

そのモデルケースとなるべく、まずは極めて厳しい状況にあるバス事業について、本

市やバス事業者が連携しながら、（一社）バス協調・共創プラットフォームひろしま（以

下、プラットフォームという。）を中心に、利用者目線で質の高いバスサービスの提供と

バス事業者の経営安定化を図るための仕組みの構築に取り組んでおり、これまでの常識

や壁を乗り越えた民と民、官と民の共創によるバス事業の再構築を推進している。 

 プラットフォームにおいては、令和７年１１月に、将来ビジョンやその実現に向けた

６つの戦略などを取りまとめた経営計画を策定し、その重点取組のひとつとして、利用

者がわかりやすく使いやすい環境を整備していくため、同一名称のバス停が複数存在す

る都心部において、バス停の集約化等を進めることとしている。 

こうした取組との連携を図るため、本市においては、都心部におけるバス停の集約化

等に向け、荷捌きスペースや他分野との連携を踏まえた道路空間の再整備計画を策定す

ることとしている。 

再整備計画の策定に当たっては、国庫補助金（社会資本整備総合交付金）を活用する

予定であり、そのためには、地域公共交通利便増進実施計画への位置付けが必要とされ

ていることから、この度、同計画の一部変更を行うものである。 

 

  

 

 

 

 

 

プラットフォームの経営計画より抜粋 




